
まにしす
処遇改善加算管理システム



Excelで計算しているが合っているのか不安・・

2

こんなことでお困りではないですか？

法定福利費の計算が分からない・・

法改正に伴う考え方や様式の変更についていけない・・

受け取った額を本当に上回って支払えているのだろうか・・

様式の数字の計算方法がよく分からない・・

Excelは担当者しか分からないから引き継げない・・

頑張って作った計算式が壊れたらどうしよう・・

過去の根拠資料がないから説明できない・・

処遇改善加算の困りごと

計画申請、実績報告、また残業だな・・
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そのお悩み、
まにしすが解決します！

・・・の前に、処遇改善加算制度のこと
どのぐらいご存じですか？



①受け取った加算額より１円でも多く賃金として従業員に支払うこと。

支給方法：昇給・手当（手当の増額含む）・一時金

※ベースアップ加算は加算額の２／３以上を毎月支払われる昇給や手当に充てることが要件

※加算による賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。

そもそも処遇改善のルールとは？ 4

基本的な処遇改善加算のルール

受取加算額

支給した額

・昇給、手当、一時金
・支給にかかった法定福利費等



②受け取った加算額は賃金改善実施期間内に支払いきること。

例：賃金改善実施期間が４～３月・給与は翌月払いの場合、３月分４月支給～２月分３月支給で全て支払うこと。

そもそも処遇改善のルールとは？ 5



③職員の賃金を改善するための制度です！

元々加算をつかわずに会社負担で支給していた手当等を処遇改善加算で支払うことはＮＧです。

必ず新設した手当・一時金や、基本給・手当または賞与の増額分として支払うようにしましょう。

そもそも処遇改善のルールとは？ 6



④会社持ち出し分と処遇改善の各加算での支給額ははっきり区別すること。

「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」

それぞれの加算ごとに受け取った額を超える支払が必要です。

そのため、１.加算ごとに

２.会社負担分ともしっかり分けて、管理する必要があります。

ＮＧ！「処遇改善手当」で全部まとめて支給しているので

加算毎の金額となると分からない・・

賞与として会社持ち出し分と合わせて出しているので内訳は知らない・・

★原則毎月の給与明細には、処遇改善加算の項目は別立てして記載されていないといけません。

そもそも処遇改善のルールとは？ 7

しっかり計算 できていますか？



⑤職員に周知している

処遇改善については職員へ周知することも要件のひとつです。

そもそも処遇改善のルールとは？ 8



※制度の理解が不十分の場合、当システムをご利用いただいても正しく管理することはできません。

□ 一度は処遇改善加算に関する厚労省発出の「介護最新情報」を読んでいる。

□ 基本的な処遇改善のルールは把握できている。

□ 「処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算」それぞれの加算を誰にいくら支給しているか

明確に把握できている。※指導の際に給与台帳も併せて自社の加算の取り扱いについて説明が必要な可能性があります。

□ 特定処遇改善を取得している場合、全職員をＡ・Ｂ・Ｃにグループ分けができている。

□ ベースアップ加算を取得している場合は全職員を（福祉）介護職員とその他の職員にグループ分けができている。

※処遇改善加算の制度についてのご不明点は必ず指定権者へご確認ください。

各指定権者によって細かな考え方等が異なりますので、弊社ではお答えできません。9

まにしすをご利用いただくにあたって
必ず事前に把握しておいていただきたいこと
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まにしすができること



データを入力するだけで頭を悩ませていた複雑な計算を自動で行い、様式に転記できるシステムです。
受け取った加算を１円でも上回った支払いができているか、一目で分かる判定機能もあり管理も簡単。

まにしすとは？ 11

まにしすとは？
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様式出力まで一括してシステムで作業完結

①情報入力

まにしすの機能

※CSV機能あり

給与・手当・賞与・一時金

常勤換算受取加算額



13まにしすの機能

②自動集計

法定福利費も
自動計算！！

sample

sample

sample



14まにしすの機能

③要件の確認

要件に沿った
判定機能も充実

sample

sample

sample



15まにしすの機能

④様式への自動転記

法改正による
様式変更にも対応

sample



16まにしすの機能

集計画面や入力画面を保存しておけば運営指導の際の根拠資料にも！

sample



17まにしすの機能

計算方法はシステムで一括管理！

データを入力するだけだから引継ぎに困らない！

sample

sample
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サポートは・・？
セキュリティは・・？
使えるか心配・・・・

大丈夫です！！



19その他

安心のサポート体制！

お電話やメールでのサポートが無料！

※制度に関する内容は指定権者へご相談ください。



20その他

クラウドサービスのためどこからでも利用可能！



21その他

便利！安心のセキュリティ！

・初期設定は不要です。
・バージョンアップも一斉に行われます。
・RAIDシステムを採用する事でデータは二重化され、自動バック
アップ（7日前まで）を行う事で、予期せぬトラブルによるデー
タ破損・消失被害を防ぐ体制を取っています。
・システム利用時のインターネット上の通信データは、暗号化し
て送受信する仕組みのSSLを採用しています。
・データベースへのアクセスにはSQLインジェクション対策を施
しています。
・ＩＤ、パスワード管理が適切に行われていれば情報漏えいする
ことはありません。



22ご利用料金について

ご利用料金について

月額利用料金
（税込み）

※月末の登録職員数に応じて計算します。

登録職員数 金額

０～１０人 ３，４６５円

１１人目以降１人毎に ＋３４６円

１００人以上 お問い合わせください

※利用月の末日時点の登録職員数に月額利用料金単価を乗じます。

※登録人数が０人の場合でも月額３，４６５円（税込み）が発生するものとします。

※１００人以上の場合はこちらからお問い合わせください。

http://shogukaizen.com/contact/index.php


23お申込みについて

お申込みはこちらから
合同経営 処遇改善システム で検索！！

運営会社
合同経営グループ
〒760-0080  香川県高松市木太町3396番地11

※表記のサービス内容は予告なく変更することがございますので、お申込み時にご確認ください。
※システムをご利用された場合、お手元で計算された額とは異なった結果となる場合があります。

http://shogukaizen.com/contact/index.php
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